
まちのデータ
（令和 3年（2021 年）7月末日現在）

人口 2万 5,977 人
男 1万 2,308 人
女 1万 3,669 人

1 万 671 世帯

交通事故発生件数
（7月中、物損含む）

有田川町 45 件
死者 0人　負傷 0人

湯浅警察署調べ

吉 備 庁 舎
  52－2111金 屋 庁 舎

清水行政局

城 山 出 張 所 23 － 0001
粟 生 連 絡 所 22 － 0351
五 郷 出 張 所 22 － 0254
安 諦 出 張 所 26 － 0001
水 道 課 52 － 5356
下 水 道 課 53 － 1031
ＡＬＥＣ（ ア レッ ク ） 52 － 4730

環 境 セ ン タ ー 52 － 5384
プ ラ ス チ ッ ク 収 集 場 52 － 7855
休 日 急 患 診 療 所 52 － 4882
有 田 聖 苑 52 － 3055
子 育 て 支 援 センター { 52 － 5474

090-7966-1697
有田川町 少 年 センター 52 － 8744
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。
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混
構
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建
築
基
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旧
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の
認
定
工
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な
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あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

建
設
課
（
吉
備
庁
舎
）

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
事
業
補
助

●
補
助
内
容
／
道
路
等
に
面
し
て
い
る
危

険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
撤
去
す
る
場
合
に

補
助
金
を
支
給
し
ま
す
。

※
「
道
路
等
」
と
は
、
国
・
県
・
町
が
管

理
す
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（
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す
る
道
路
で
あ

り
、
個
人
宅
へ
の
進
入
路
は
対
象
外
。

●
補
助
対
象
工
事

・
道
路
等
に
面
し
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り
除
く
工

事
。
た
だ
し
、
一
部
を
取
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す
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。
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422広報ありだがわ　2021.9


